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（入札後審査一般競争入札・紙入札・物品用） 

各務原市公告第２７号 

 

入  札  公  告 

 

入札後審査方式一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の

規定により、次のとおり公告します。 

 

令和８年４月１０日 

各務原市長  浅 野 健 司      

１．入札に付する事項 

（１）契約番号 ２０２６０００４０７ 

（２）契約件名 令和８年度職員用パソコン等購入 

（３）数量 ノート型パソコン ４４０台 

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉｃｅ Ｓｔｄ ２０２４ ＬＴＳＣ  ３５ライセンス 

キッティング作業（セットアップ・環境設定作業等） 一式 

機器搬入設置作業 一式 ほか 

（４）納入場所 各務原市那加桜町１丁目６９番地 各務原市役所ほか 

（５）納入期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（６）予定価格 事後公表（予定価格に達しないときは、再入札となる場合があります。） 

（７）概要 各務原市職員が使用するパソコン等の納入業務を行う。 

 

２．入札参加資格に関する事項 

（１）事業所の所在地

及 び 登 録 種目 に

関する条件 

入札公告日現在において岐阜県、愛知県又は三重県内に本店又は契約締結権限を持つ支

店、営業所等を有するもののうち、各務原市競争入札参加者名簿（物件の買入など）におい

て、営業種目「事務用品」品目「全般」又は「ＯＡ機器」の登録があるもの 

（２）実績に関する条

件 

 

次に掲げる実績を有すること。 

発注元 国、地方公共団体又は独立行政法人に限る。 

内容 情報機器（パソコン、タブレット、ネットワーク機器等）の納入業

務 

契約金額（税込） ２０，０００千円以上 

（３）その他の条件 入札公告共通事項に示すとおりとする。 

 

３．入札日程 

手続等 期間・期日 方法・場所等 

（１）仕様書等の閲覧 令和８年４月１０日（金）から 各務原市ホームページ上に掲載 

（２）質問の受付 令和８年４月１０日（金）から令和８年４月２０日（月）まで（市

の休日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

（ただし、最終日にあっては、午後４時まで） 

電子メール又はファクシミリに

て提出する（送信した場合は、

電話により受信を確認するこ

と。）。 

（３）質問に対する回

答 

令和８年４月２２日（水）から 各務原市ホームページ上に掲

載 

（４）入札参加申請 令和８年４月１０日（金）から令和８年４月２３日（木）まで（市

の休日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（ただし、最終日にあっては、午

後４時まで（必着）） 

一般競争入札参加申請書を

原則として郵送すること。入札

参加資格は、入札後に実施す

る参加資格等の審査をもって

確定するものとする。 

（５）参加資格確認結 令和８年４月２７日（月）まで 一般競争入札参加申請書に
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果通知 受付印を押印しファクシミリに

て送信する（送信した当該書

類を入札封筒に同封するこ

と。）。 

（６）入札書提出受付 令和８年５月１３日（水）午後５時まで 入札書は、当該期日までに原

則として郵送により入札担当課

に送達しなければならない。 

※開札に立会う場合は、開札

日時に持参により提出 

（７）開札日時 令和８年５月１４日（木）午前１０時３０分 場所：各務原市役所 

本庁舎４階会議室４－１ 

※開札の立会いを希望する者

は、令和８年５月１３日（水）午

後３時までに総務部契約経理

課に申し出ること。 

（８）落札候補者の確

認資料提出期限 

提出の求めのあった日の翌日から起算して２日以内 

（市の休日がある場合はこれを除く。） 

原則として郵送による。ただし、

当該期日に間に合わないおそ

れがある場合は、電子メールに

て先行して送達すること。 

（９）落札決定 

 

申請書類の提出があった日の翌日から起算して２日以内 

（市の休日がある場合はこれを除く。） 

落札候補者について参加資格

等の審査を行い、その後落札

者として決定する。 

（１０）本契約日 令和８年６月２６日（金）（予定）  

（１１）その他 

 

１．入札公告共通事項に示すとおりとする。 

２．市の休日とは各務原市の休日を定める条例（平成３年条

例第６号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。 

 

 

４．契約に付する事項 

（１）入札保証金 免除 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要

否 

要 

（４）前金払 無 

（５）部分払 無 

（６）議会の議決 要 

この契約は、各務原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年条例第４号）第３条の規定による議会の議決に付すべき財産の取得に該当し、議

会の議決が必要である。 

 

５．担当課 

区分 担当課名 電話番号・メールアドレス等 住所 

入札担当課 各務原市 

総務部 

契約経理課 

電話０５８－３８３－１４６３（直通） 

FAX０５８－３８３－６３６５ 

keiyaku@city.kakamigahara.gifu.jp 

〒５０４－８５５５ 

各務原市那加桜町１丁目６９番地 

（各務原市役所本庁舎５階） 

仕様書等担当課 各務原市 

総務部 

情報推進課 

電話０５８－３８３－１１１１ 

（内線２２８７） 

〒５０４－８５５５ 

各務原市那加桜町１丁目６９番地 

（各務原市役所本庁舎４階） 

 


